住宅の単体性能が意匠・構造・環境面において着実に進歩しつつある現在、住環境の重要な要素である「街並み景観」についても洗練・整備されるべきではないでしょうか？

地区計画・建築協定、自治体における条例・申合せ等の街並み・住環境の基準もありますが、街並み景観の基礎となる住宅地の造成供給をする区画整理・民間デベロッパー開発においても従来の「法基準をクリアすれば良い」的考え方から脱却すべきだと考えます。

ここでは一昨年の春～冬に総合住宅メーカーの依頼で県央地域に分譲住宅地（28区画）の設計監理を担当させて頂いた事例を紹介します。         （　Designed by　Ｈ・Ｍ　）
　　　　　　　　　　　＊概要・基本コンセプト＊
計画地は20年前に区画整理された後、未利用のままであった1街区4500㎡（1360坪）の土地です。　南面16ｍ街路は歩道に街路樹とバス停がある事から現状の景観を壊さず、違和感無く溶け込ませ「一体感と優しさのある街」を基本コンセプトとしました。

　　　　　　　　＊設計・施工上のポイント（事例より抜粋）＊
①歩道に面する宅地は擁壁を低く押さえ、法面を植栽スペースとしました。　また擁壁は

セットバック配置し境界との隙間にも地被類の植栽をしています。　（緑地確保の他に、

歩道利用する人々に違和感・圧迫感を与えない事を目的としています。）

②道路には景観の変化と車両減速の効果を狙い曲線道路とイメージハンプを採用しました。　バリアフリー対応及び車両出入時の無用な騒音を抑える為、段差の少ないＬ型側溝を採用し、同様の理由からイメージハンプにはアスファルト舗装の表面に耐久性のある樹脂塗り仕上げを採用してみました。

③有効宅地率を確保し且つバス停の利便性を活かす為、公共用地（防火水槽）を複合的に使用する方法を考慮しました。　防火水槽を地下埋設とし、上部空地をコモンエリア兼フットパスとして利用可能としました。（これで居住者の大半はバス停まで安全にショートカットが可能。）　更にスロープ・手摺りを含むバリアフリー対応を実現し、イメージハンプと共通の意匠仕上げとした為、道路と一体的な広がりを持つ空間となりました。

④ゴミ置場は設計者泣かせの「必需品」です（笑）。ここでは2箇所に分散配置し、外周は外構用化粧ブロックで囲み、更に既製アルミ製ケージの設置と隣接宅地のカバーグリーン植栽によって街の風景から意図的に「隠す」手法を採用しました。

最後に・・・

これら以外にも植栽や外構テクスチャーの共通化など細かい手法を多用していますが、

最も重要なのは、事業主・行政・設計者・施工者など関係者全員が「より良い住環境・

街並み景観の宅地・住宅を供給する」という共通認識を持つことだと考えます。

＊計画地の特性とコストに配慮しつつ「より良い街並み景観」を目指す意識。

＊造成完了後の住宅配置や居住者・車両の動線などを巧く誘導する設計手法。

＊設置する公共施設に関する設計・管理基準などの弾力的運用の模索。

